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関税法改正に伴う荷印への影響に

ついてお知らせします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017年5月19日発行のTax Insight No. 11/2017でお

知らせした関税法改正に関して、荷印の取扱いへの影

響についてお知らせします。

新関税法の施行決定後、旧法と新法での荷印に関する

規定の相違について多くのお問い合わせを受けていま

す。各法での関連条項は以下のとおりです。

旧法 新法

第118条 第59条

貨物の各容器または

包装には記号と番号

を付し、これを当該貨

物に関連する各書類

に記載しなければなら

ない。

タイへ輸入しまたはタイから輸

出される貨物の包装または容

器には、記号もしくは番号を

付さなければならない。 これら

の記号または番号は、貨物に

関連する各書類に記載されな

ければらない。

旧法と新法で表現が若干異なりますが、実務上は現状

どおりです。旧法に基づき荷印に関する施行細則が発

行されていますが、新法でも引き続き適用されると考え

られます。施行細則の概要は以下のとおりです。

• 文字表記の場合は、実際の表記（512文字

以内）で申告すること。

• 外国語表記の場合は、“Picture”と申告する

こと。
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• 写真や画像の場合は、“Picture”と申告すること。

• 以下の輸入貨物については、輸入申告書上に“荷印なし”と記載すること。

－関税率布告第4部5類に該当する身の回り品

－国連関係機関との協定や国際条約に基づく優遇措置が適用される貨物

－包装の必要がない貨物（自動車、タイヤ、線路、金属、ワイヤー、新聞（巻いた状態）、タイル等）

－大型容器に密封された液体（酸等）

－ばら積みの貨物

－木製パレットや紙製パレットといった標準包装等、同一寸法の包装に混載された貨物（牛乳、アルコール飲料

等）

－サイズ、重量、容量が同じのドラムまたはファイバードラム包装貨物（潤滑油、塗料等）

－サイズ、重量、容量が同じの袋包装貨物（肥料、アンモニア、小麦粉、岩、砂糖等）

－透明容器に包装された貨物（エンジン等）

上記の規定に違反した場合は、輸入申告1件につき1,000バーツの罰金が科せられます（旧関税法に基づき発行された

関税局令第10/2554号による軽減措置）。

新法では、荷印に関する規定の違反に対する法定罰金額を50,000バーツと定めています。裁判へ持ち込まれなかった

場合の軽減措置については現時点では公表されていませんが、現状どおりの1,000バーツにとどまる見込みです。

新たな施行細則は新法が施行される2017年11月13日以降に公布される予定です。引き続き最新情報の入手が望まれま

す。



PwC Tax Insight (No.23/2017)
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